
令 和 ２ 年 ３ 月 ５ 日

あきる野市感染症対策本部

新型コロナウイルス感染症対策における

屋外施設等の対応について

感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症の感染を防ぐため、下記のと

おり決定した。

記

次の屋外施設等については、３月５日（木）から３月３１日（火）までの間、既予

約事業のみ実施し、この間の新規予約は受けないこととする。ただし、戸倉グラウン

ドについては、３月１４日（土）からとする。

１ 総合グラウンド

２ 市民球場

３ 秋川グリーンスポーツ公園

４ 山田グラウンド

５ 市民運動広場

６ 油平クラブハウス

７ 草花公園クラブハウス（３月１５日（日）まで休止期間）

８ 小峰グラウンドソフトボール場

９ 小宮ふるさと自然体験学校（校庭）

10 戸倉グラウンド（３月１３日（金）まで休止期間）


